
[１]号

該当にチェックを入れてください（複数不可※1講習受講につき1枚申込書が必要です）

□全科目 □全科目 □　イ. □全科目

□　イ.  □

□免除３ □免除

□　ロ. 

□　ロ.

から

〒 - [TEL　　　　　-　　　　　-　　　　　　]

所在地 〒 担当者

印

　 　 電話 -

FAX -

適格請求書発行事業者
登録番号  T5-1100-0100-6484

TEL　025-381-7726
FAX　025-381-7714

〒950-0162　新潟市江南区亀田大月3丁目6番11号 ホームページに
日程表や、申込用紙等

掲載しております。株式会社東新重工　亀田講習センター

FAX先 025-381-7714

振込先
第四北越銀行　亀田駅前支店　普 1383878

　㈱東新重工　亀田講習センター

受講者氏名 ㊞

申込方法
申込書・添付書類（左記参照）をFAX
（郵送または持参でも結構です。）

個
人
で
申
込
の
場
合

記
入
不
要

所
属
事
業
所

-

-

-

建設事業主の為の
人材開発支援助成金 助成金申請　する　・　しない

ふりがな

生年月日
昭和

・
平成

年　　　　月　　　　日
氏　名

<

5
科
目
共
通
用

>

技
能
講
習
申
込
書

受講
希望会場

受講
希望日

　年　　　月　　　日 受講番号
（記入不要）

旧姓等併記 旧姓等の併記を、□希望しない　□希望する（旧姓等：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　※添付書類が必要です

住　所

ｸﾚｰﾝ関係　有免許者・
技能講習修了者

□大型自動車・準中型自動車・
中型自動車又は普通自動車運
転免許保有者で、特別教育修了
後、小型車両系建設機械又は
小型不整地運搬車の運転経験
３ヶ月以上ある方

大型特殊自動車運転免許保有者

大型自動車・準中型自動車・中
型自動車又は普通自動車運転
免許保有者で、特別教育修了後
小型車両系建設機械の運転経
験３ヶ月以上ある方

（小型有等はこちら） 車両系建設機械
（基礎工事用に限
る）運転技能講習を
修了した者他 移動式クレーン運転士免

許又は小型移動式クレー
ン運転技能講習を修了し
た者

□車両系建設機械（整地・運
搬・積込み用及び掘削用）又は
（解体用）運転技能講習修了者

不整地運搬車運転技能講習修
了者

（下記の受講資格をご確認下さい） 100,000円

未経験で資格のない方
車両系建設機械運転、不
整地運搬車運転、フォーク
リフト運転等のいずれかの
技能講習修了者、又は、
大型特殊自動車・大型自
動車・準中型自動車・中型
自動車又は普通自動車運
転免許保有者

建設機械の運転経験のない方

クレーン関係　有免許
者・技能講習修了者
（玉掛有等はこちら）

大型特殊自動車運転免許保有者 40,000円

技　能　講　習　申　込　書
☑

　玉掛け 　小型 　高所 　不整地 　 車両系(整地等)

39,100円

32,100円

35,100円

17,600円

19,300円

35,300円

37,400円

35,500円

代表者氏名

事業場名

事業場住所

<注意>

「受講申込書」には、次のものを添付して下さい。

（申込はＦＡＸで可。申込書原本・写真等は当日持参）

①「受講料振込受領書」のコピー

②科目の一部免除者は資格を証する免許証などのコピー

（講習日に原本を確認致しますので必ず持参してください。）

③写真(２．５ｃｍ×２．５ｃｍ)1枚（写真の裏に氏名を記入）

④本人確認証明書（氏名、生年月日及び住所を

確認できる書面）のコピー

●受講票は講習日1週間前頃にFAX又は郵送致します。

旧姓を使用した氏名の場合： 戸籍謄本のほか、旧姓を併記した

住民票、自動車運転免許証等

通称の場合： 通称を記載した住民票又はそれに類する書類

（注）本人確認書類で旧姓等が確認できない場合は併記できません。

（注）旧姓等のみを修了証に記載することはできません。

※旧姓等併記について

旧姓等の併記を希望される方は旧姓等が記載された

下記の本人確認書類を添付の上お申し込みください。


